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特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 

2010年度第11回常任委員会 議事録 

 

1 日時：2011年2月14日(月)午後4時から午後7時35分まで 

2 場所：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル2階266区JPF事務局 

3 出席者の確認 

常任委員総数7名のうち、常任委員会の成立要件である3分の2以上の出席が満たされている旨の報

告がなされ、本会の成立を確認した。 

常任委員  

NGOユニット：長有紀枝（常任委員会規約第10条5項に則り、第一部から出席） 

NGOユニット：橋本笙子（欠席につき副代表幹事山本氏が、第二部から出席） 

外務省：山口又宏 

日本経団連：斎藤仁 

財団：加藤広樹（欠席につき表決権委任：石井委員） 

学識経験者：石井正子 

代表理事：有馬利男(第二部まで出席) 

オブザーバー 

外務省：飛林・今泉 

 AAR：堀江・坪井・加藤 

  ADRA：寺脇 

  BAJ:根本・大津 

BHN：秋葉・山崎 

CARE：太田 

HuMA：徳光 

 JADE：細井 

  JCCP：大上 

 KnK：佐々木・山崎 

 NICCO：折居 

 PLAN：山形 

 PWJ：斎藤・栗村 

 SCJ：吉田 

 WVJ：伊藤 

 

4 座長の選出 

本会座長として、石井委員を全会一致で選出した。 

   

5 第一部：審議事項 

(1) 第一号議案：アフガニスタン・パキスタン人道支援にかかる事業計画の承認 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① CARE：アフガニスタン・遠隔農村地域におけるコミュニティ運営による 

初等教育プロジェクト（政府支援金） 

条件付き承認。30校前後に対象校を限定して、実施すること。また安全対策に関しては 

引き続き、CARE と事務局、外務省間で協議すること。 
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② NICCO：アフガニスタン・ヘラート州における学校建設と識字訓練事業（政府支援金） 

     承認。 

 

(2) 第二号議案：ハイチ地震被災者支援にかかる事業計画の承認 

   審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① AAR：ポルトープランス市および近郊における地震被災者への医療サービスの拡充ならび 

   に子どもたちの生活・教育環境整備事業（政府支援金） 

承認。なお、継続性の観点から、引きつぐ団体など出口戦略が明らかになった時点で報告

をすること。 

 

②  BHN：レオガン郡内およびその周辺のコミュニティにおける地域防災情報システム 

（CAシステム）の設置事業（政府支援金） 

承認。なお、継続性の観点から、CAシステムの運営・維持管理に留意し事業撤退後も持続

できるよう指導すること。 

 

 ③ JPF：JPF 事務局によるハイチモニタリングおよび報告事業（政府支援金および民間資金） 

     承認。 

 

(3) 第三号議案：パキスタン水害2010被災者支援にかかる事業計画の承認 

      審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① JPF：JPF 事務局によるモニタリング及び事業実施報告書作成事業 

（政府支援金および民間資金） 

     承認。なお、水害支援に対する他の地域でも活用できる学びを報告書に入れ共有すること。 

 

(4) 第四号議案：スーダン南部人道支援にかかる複数年対応3年目の支援方針の承認 

    ワーキンググループを代表してPWJ斎藤氏より、次年度の見通しについて説明がなされた。 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

承認。なお、これまでの支援の成果について総括を行い、複数年3年目以降の対応について 

検討すること。 

 

(5) 第五号議案：パキスタン水害2010被災者支援にかかる対応方針変更の承認（期間延長） 

審議の結果、対応方針の変更について全会一致で以下の通りとした。 

    承認。 

 

(6) 第六号議案：ブラジル洪水被災者支援にかかる対応方針変更の承認（期間延長） 

審議の結果、対応方針の変更について全会一致で以下の通りとした。 

    承認。 

 

(7) 第七号議案：スリランカ洪水被災者支援にかかる対応方針変更の承認（期間延長） 

審議の結果、対応方針の変更と財源の追加について全会一致で以下の通りとした。 

    承認。 

     

 (8) 第八号議案：新規加盟NGOへの助成資格の付与にかかる承認 

BAJ根本氏・大津氏より説明がなされた。 
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審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

     特定非営利活動法人 ブリッジ エ―シア ジャパン：カテゴリー2  

承認。 

 

6 第二部：審議事項 

(1)  第一号議案：前回常任委員会議事録の承認 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

前回常任委員会議事録（案） 

承認。 

 

(2) 第二号議案：2011年度事業計画を理事会に提議することの承認 

       審議の結果、2011年度事業計画を理事会に提議することを全会一致で可決した。 

 

(3) 第三号議案：2011年度予算案を理事会に提議することの承認 

       審議の結果、2011年度予算案を理事会に提議することを全会一致で可決した。 

 

7  第二部：報告事項 

(1)  事務局運営費の報告について 

事務局より、事務局運営費についての報告がなされた。 

 

(2) アフガニスタンにおける資金管理対策について（安全対策） 

       長代表理事より、アフガニスタンにおける資金管理対策についての報告がなされた。 

 

(3) NGOユニットからの報告について 

  NGOユニット長代表幹事より、同代表幹事を退任する意向の報告がなされた。 

 

8 第三部：審議事項 

(1) 第一号議案：中国四川地震被災者支援にかかる民間寄付金の収支決算、ならびに残余金を 

緊急支援準備金に繰り入れることの承認  

        審議の結果、本収支決算ならびに当該残余金21,607,946円を緊急支援準備金に繰り入れること 

    を全会一致で承認した。 

科目 金額 

収入の部     

    事業特定寄付金（個人） 4,296,312   

    事業特定寄付金（企業・団体） 61,770,707   

収入合計   66,067,019  

支出の部     

    NGO助成活動事業費 56,908,878   

    同 振込手数料 2,625   

    同 返還金 ▲ 20,756,511   

    事務局事業費 2,210,000   

    同 返還金 ▲ 727,437   

    運営費繰入 6,821,518   

支出合計   44,459,073  
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収支差額   21,607,946 

9  第三部：報告事項 

(1)  支援事業の概要報告について 

①  スリランカ北部人道支援  

SCJ：北部帰還民支援事業（政府支援金） 

PWJ：東部および北部における帰還民再定住支援（政府支援金） 

② ハイチ地震被災者支援 

NICCO：ハイチ地震被災者のための仮設住宅建設と被災児童の就学支援事業（政府支援金） 

JPF：モニタリングおよび事業実施報告書作成事業（政府支援金および民間資金） 

③ チリ地震被災者支援 

JPF：モニタリング及び事業実施報告書作成 (政府支援金および民間資金） 

④ ミャンマー・サイクロン被災者支援 

BHN：地域防災情報システム（Community Addressing System）第２次構築事業 

（民間資金） 

⑤ スーダン南部人道支援 

JCCP：南部スーダンにおける子どもと若者へのライフスキル向上支援事業（第2期） 

（政府支援金） 

⑥ ミャンマー・サイクロン・ギリ被災者支援 

SCJ：ミャンマー・ラカイン州ミエボン サイクロン・ギリ被災者への水衛生（WASH） 

キット緊急支援 (政府支援金) 

⑦  ベトナム洪水被災者支援 

PLAN：ベトナム中部クアン・ビン省洪水被災世帯・母子の支援を目的とした食糧・ 

栄養剤支給および幼稚園の支援（政府支援金） 

 

(2)  書面による報告について 

     事務局より、書面をもって以下の報告がなされた。  

①  政府支援金および民間資金財務状況の報告 

②  企業との連携の報告 

③  事業計画変更の報告 

④  メール審議結果の報告 

⑤  固定資産処理の報告 

⑥  コア・チームの報告 

⑦  JPF事務局審議結果の報告 

⑧  終了報告書審議結果の報告 

 

(3) 次回、次々回常任委員会の開催日時と会場について 

     会場をJPF事務局とし、以下の日程で常任委員会を開催することを確認した。 

    2010年度第12回常任委員会：3月18日（金）16時より 

     2011年度第1回常任委員会：4月22日（金）16時より 

 

 

 

以上  


